
平成１６年１月

長崎地方海難審判庁

(その２「船舶同士の衝突海難」)

衝突の約８割が夜間に発生！！

見張りを厳重に行い、右側航行を守りましょう。



目 次

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

第１ 海難の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

１．船種別発生状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

２．海難の態様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

３．発生時刻別状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

４．潮流別発生状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

５．当直者の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

６．操船者の職務経験年数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

７．レーダー及び自動操舵装置の使用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４

第２ 発生時の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

１．発生地点と進路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

２．見合い関係における各状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(1) 成立時における両船の接近状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(2) 成立時の両船間の距離 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(3) 成立時から衝突時までの経過時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

(4) 成立時の相手船の視認状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

(5) 成立時及び衝突時の速力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

(6) 成立時から衝突時までにとった避航措置 ・・・・・・・・・・・・・・・８

３．潮流の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

第３ 海難原因 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

１．見張り不十分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

２．航法不遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

３．灯火・形象物の不表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

４．信号不履行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

５．服務に関する指揮・監督不適切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

６．報告・引継ぎの不適切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

第４ 裁決事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

事例１ 押船Ａ丸被押バージＢ丸プレジャーボートＣ丸衝突事件 ・・・・・１６

事例２ 貨物船Ａ丸押船Ｂ丸被押はしけＣ衝突事件 ・・・・・・・・・・・１７

事例３ 貨物船Ａ丸押船Ｂ丸被押はしけＣ丸衝突事件 ・・・・・・・・・・１８

事例４ 貨物船Ａ丸漁船Ｂ丸衝突事件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

終わりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

（表紙写真：田平町側から見た北流時の平戸瀬戸北口、対岸は平戸島、遠景は的山大島）



- 1 -

はじめに

長崎地方海難審判庁の管轄区域内にある平戸瀬戸は、Ｓ字形にわん曲した狭い水

道で、潮流も速く、複雑であるため海上交通の難所であり、衝突、導流堤衝突、防

波堤衝突、乗揚等の海難が多く発生している。

そこで、当庁では、先にまとめた『平戸瀬戸の海難（その１「防波堤等衝突海

難 』に引き続き、平戸瀬戸で発生した船舶同士の衝突海難について、平成５年１」）

月から平成１５年８月までに言い渡した裁決９件を分析し 『平戸瀬戸の海難（その、

２「船舶同士の衝突海難 』としてまとめた。」）

この分析が同種海難事故の発生防止に寄与できれば幸いである。

平戸瀬戸概略図

用語の定義

調査海域：今回の調査で

は、長崎県平戸島北端

鍔埼と長崎県北松浦郡

田平町大瀬埼を結ぶ

線、同町唐船鼻から２

７０度に引いた線及び

陸岸で囲まれた範囲と

した。

＊衝突：船舶が、航行中又

は停泊中の他船と衝突

又は接触し、船舶に損

傷を生じたものをい

う。

＊衝突（単 ：船舶が、岸）

壁、桟橋、灯浮標等の

施設に衝突又は接触

し、船舶に損傷を生じ

たものをいう。

＊乗揚：船舶が、水面下の

浅瀬、岩礁、沈船等に

衝突又は底触し、喫水

線下の船体に損傷を生

じたものをいう。

＊時刻：２４時制とする。

＊昼間：払暁から薄暮まで

の間をいう。

＊夜間：昼間以外の時間帯をいう。

＊引船列：引船及び被引船をいい、単位は１隻とする。

＊押船列：押船及び被押船をいい、単位は１隻とする。
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第１ 海難の状況

１．船種別発生状況

地元の漁船が最も多く、次いで貨物船・引船列・押船列も多い

対象とした衝突海難９件１８隻の船種別状況は、漁船７隻、貨物船３隻、引船

列３隻、押船列３隻、瀬渡船１隻、プレジャーボート１隻であった（図１ 。）

漁船は、平戸瀬戸を漁場とするもの、根拠地の漁港との行き帰りに平戸瀬戸を

航行するものがほとんどであったが、引船列及び押船列も衝突海難に多くかかわ

っていた。

図１ 船種別発生状況

２．海難の態様

海難の態様は、南航船と北航船が行会い状態で衝突したもの４件、追越し状態

で衝突したもの２件、横切り状態で衝突したもの２件、錨泊船と衝突したもの１

件であった。

なお、行会い状態で衝突した北航船は、いずれも引船列又は押船列であった。

３．発生時刻別状況

夜間の発生が多い

９件中７件が夜間、２件が昼間であった（表１ 。）

昼間発生の２件は、平戸瀬戸を漁場とするいずれも見張り不十分の漁ろう中の

漁船に、見張りを十分に行っていない地元の漁船等が衝突したものであった。

表１ 発生時刻別状況

発生年月日 発生時刻 昼夜別 発生年月日 発生時刻 昼夜別

平成 3年 2月 8日 20:40 夜間 平成10年 6月 1日 06:30 昼間

平成 6年11月 8日 06:45 夜間 平成12年 3月 8日 20:40 夜間

平成 8年 8月12日 13:15 昼間 平成12年12月27日 05:25 夜間

平成 8年 9月14日 19:50 夜間 平成14年 6月 2日 04:40 夜間

平成 9年12月23日 06:20 夜間
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隻数

行会い状態で衝突したものが最も多く、特に北

航中の引船列・押船列との衝突が多い
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４．潮流別発生状況

南流時の衝突が多い

潮流別の発生状況は表２のとおりであった。

・南流時に衝突したもの１０隻

北航中、相手船が北航中２隻、南航中１隻、錨泊船１隻

南航中、相手船が南航中２隻、北航中１隻

東航中、相手船が東航中２隻

錨泊中、相手船が北航中１隻

・北流時に衝突したもの４隻

北航中、相手船が南航中２隻

南航中、相手船が北航中２隻

・憩流時に衝突したもの４隻

北航中、相手船が南航中２隻

南航中、相手船が北航中２隻

（北流時の南風埼付近、対岸は平戸市街）

表２ 潮流別発生状況 （単位：隻）

潮 航行 相手船の航行状態
流 状態 北航中 南航中 その他 計

北航中 ２ ２
北流時 南航中 ２ ２

その他 ０
北航中 ２ １ １ ４

南流時 南航中 １ ２ ３
その他 １ ２ ３

憩流時 北航中 ２ ２
南航中 ２ ２

計 ８ ７ ３ １８

５．当直者の状況

夜間の１人当直が多い

船長が１人で操船していたものが１８隻中１１隻、船長のほかに当直者がいた

もの３隻、一等航海士あるいは無資格の当直者が１人で操船していたもの３隻、

素潜り漁中で無人としていたものが１隻あった（表３、図２ 。）

なお、無資格の当直者が操船していたものは、船長が狭水道通航を、海上経験

が豊富ということで甲板員に任せていたものであった。

当直者が１人であった船１４隻のうち、乗組員数が２人以上であった船は１１

隻で、複数での当直が可能であった。



- 4 -

表３ 当直者の状況（単位：隻） 図２ 船種別船橋当直者数

操 船 者 職 名当 直

船 長 計者 数 一等航海士 甲板員 その他

２ ３ ３

１ １１ ２ １ １４

０ １ １

合計 １４ ２ １ １ １８

６．操船者の職務経験年数

操船していた船長１４人の職務経験は、船長を１０年以上経験している者９人、

同じく５年以上１０年未満３人、５年未満２人、操船していた一等航海士２人の

職務経験は、５年以上１０年未満１人、５年未満１人、操船していた甲板員１人

の職務経験は２０年を超えていた（図３ 。）

図３ 操船者の職務経験年数

７．レーダー及び自動操舵装置の使用状況

レーダーを使用していたものは、夜間は９隻、昼間は２隻、設備していないも

の６隻で、レーダー設備のある船１２隻中、１１隻が使用していた（表４ 。）

ただ、レーダーは起動していたものの、適切なレンジに切り替えるなど、十分

に活用していたとはいえないものもあった。

自動操舵装置を使用していた船はいなかった。

表４ レーダーの使用状況 （単位：隻）
航 行 状 況

昼夜別 ﾚｰﾀﾞｰ 北航中 南航中 東航中 錨泊中 計
使 用 ２ ２

昼間 不使用
な し １ １ ２
使 用 ４ ５ ９

夜間 不使用 １ １
な し １ １ ２ ４
計 ８ ７ ２ １ １８
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者数０

当直
者数１

当直
者数２

操船者は、十分経験を積んだ船長の方が多く、
それ以外の操船者も皆海上経験は長い
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第２ 発生時の状況

１．発生地点と進路

衝突海難９件の発生場所と各船の進路は図４のとおりで、南風埼南西方沖合か

ら広瀬北西方沖合にかけて集中していた（図４赤楕円枠内 。）

図４（×印：発生地点（ハゲ島の北側で発生した錨泊船との衝突１件は除く ））

衝突多発地帯！

この辺りは潮流も速く
狭いので、狭い水道の
航法を守りましょう！

南風埼南西方沖合から広瀬北西方沖合にかけて、南航船と北
航船が行き会うとき、海難が多く発生している



- 6 -

２．見合い関係における各状況

船舶同士の衝突については、衝突する前に相手船との間に「衝突のおそれ

（相手船との方位に明確な変化がないまま互いに接近することをいう 」が。）

発生するときがある。裁決においては、それを航法上重要な時機として見合

い関係成立時ととらえているので、見合い関係成立時から衝突までの各状況

を分析したところ、以下のとおりであった。

(1) 成立時における両船の接近状態

両船の接近状態は、行会い状態にあったもの４件、追越し状態にあったもの

２件、横切り状態にあったもの２件、錨泊船に向首進行したもの１件であった

（図５ 。）

図５ 両船の接近状態 （単位：件）

(2) 成立時の両船間の距離

９件のうち６件は、１㎞未満の距離で見合い関係が成立

行会い状態にあったものは５００ｍ以上１㎞未満、及び１㎞以上２㎞未満が

各２件、追越し状態にあったものは１００ｍ以上３００ｍ未満、及び５００ｍ

以上１㎞未満が各１件、横切り状態では１００ｍ以上３００ｍ未満、及び１㎞

以上２㎞未満が各１件、錨泊船に向首進行したものでは３００ｍ以上５００ｍ

未満が１件で、９件のうち６件は、１㎞未満の距離で見合い関係が成立してい

た（表５ 。）

表５ 成立時の両船間の距離 （単位：件）

計接近状態 行会い状態 追越し状態 横切り状態 錨泊船への向
両船間の距離 首進行

100ｍ未満 ０

100ｍ以上300ｍ未満 １ １ ２

300ｍ以上500ｍ未満 １ １

500ｍ以上１㎞未満 ２ １ ３

１㎞以上２㎞未満 ２ １ ３

計 ４ ２ ２ １ ９

行会い状態
４

追越し状態　２

横切り状態　２

錨泊船に向首
進行　１
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(3) 成立時から衝突時までの経過時間

見合い関係成立時から衝突まで５分未満

表６のとおり、見合い関係成立時から衝突までの経過時間は７件が３分未満

に発生していた。このうち行会い状態では４件とも２分以上３分未満に発生し

ており、追越し状態では２件が成立時から５分未満に発生していた。

これらのことから、平戸瀬戸で他船と見合い関係が発生した場合、５分未満

で衝突に至るおそれがあるので、見張りを厳重に行う必要がある。

表６ 成立時から衝突時までの経過時間 （単位：件）

行会い状態 追越し状態 横切り状態 錨泊船への接近状態

計経過時間 向首進行

１分未満 １ １ ２

１分以上２分未満 ０

２分以上３分未満 ４ １ ５

３分以上４分未満 １ １

４分以上５分未満 １ １

計 ４ ２ ２ １ ９

(4) 成立時の相手船の視認状況

十分な見張りを怠っているものが半数

成立時点での相手船の視認状況は表７のとおりで、相手船を全く見ていない

ものが、船を無人として素潜り中のもの１隻を含め、半数の９隻あった。

既述のごとく、操船者は、ベテランの船長が多く、通峡の慣れからくる慢心

か、レーダーの活用が不十分となったり、乗組員を休ませるために単独当直で

通峡中、他船に気を取られるなどして見張りが不十分となったものである。

これらのことから、できれば見張り員を増強し、複数の目で十分な見張りを

行うことも必要である。

表７ 成立時の相手船の視認状況 （単位：隻）

行会い状態 追越し状態 横切り状態 錨泊船への接近状態
視認状況 計向首進行

レーダー ０成立時に相

肉眼 ６ １ １ ８手船を認め

１ １た状況 レーダー及び肉眼

見ていない ２ ３ ２ １ ８

在橋者なし １ １

計 ８ ４ ４ ２ １８

レーダーも活用した十分な見張りをすること！
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(5) 成立時及び衝突時の速力

航行船の８割が見合い関係成立時から減速することなく衝突していた

成立時の速力は、４ノット以上６ノット未満の船が５隻、１０ノット以上

１２ノット未満の船が４隻と多く、表８に青色で示した３隻のように、見合い

関係成立時から衝突までに減速しているものもあるが、ほとんどは衝突直前ま

で減速措置をとることなく衝突していた。

衝突時に２０ノットを超えていた船２隻は、衝突のおそれが発生してから

３０秒以内に衝突していた。 この２隻は、釣り客を迎えに行く瀬渡船でレーダ

ー画面のみ注視して走っていたもの、及び魚市場の競りに急ぐ漁船で右舷側の

北航船に気を奪われていたもので、いずれも相手船に全く気付かずに衝突して

いた。

表８ 見合い関係成立時の速力 (単位：隻)

(6) 成立時から衝突時までにとった避航措置

衝突時までに避航措置をとっていないものが半数以上

１８隻中、約６割の１１隻が避航措置をとることなく衝突しており、避航措

置を講じた７隻も、衝突直前に減速・転舵等を行っているものの、その効果が

なく衝突している（表９ 。）

また、探照灯で注意を喚起したが、探照灯に気付いた相手船はほとんどなく、

効果を発揮していなかった。音響信号を有効に活用する必要があった。

引船列は、法定の引船列の灯火を掲げることはもちろんのこと、他船が自船

の引いている船に気付かないことがあることもふまえ、他船の動静に注意を払

い、場合によっては警告信号 などを発すること。（注）

接近状態

1 1

0
1 1 2
3 1 1 5

1 1
1 1

2 1 1 4

2 2

1 1 2
8 4 4 2 18

   約 ２ノットに減速

行 会
い状
態

追 越
し状
態

6ノット以上8ノット未 満

横切
り状
態

錨泊船へ
の向首進
行

計
成 立 時 の 速 力

錨 泊 中
2ノット未 満
2ノット以上4ノット未 満
4ノット以上6ノット未 満

計  

　９ノットに減 速
  10ノットに減速(１隻)

14ノット以上16ノット未満
16ノット以上18ノット未満
18ノット以上20ノット未満
20ノット以上

8ノット以上10ノット未 満
10ノット以上12ノット未満
12ノット以上14ノット未満

見張りを十分行って、他
船を早く発見し、通峡に
見合った速力に早めに減
速し、余裕を持って対処
すること
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（注 「警告信号 ：他の船舶の意図、動作が理解できないとき、または他の船舶が衝突を避ける） 」

ために十分な動作をとっているか疑わしいときに行わなければならない汽笛信号

（急速に短音５回以上 。発光信号（急速に閃光５回以上）を併用することがで）

きる。

表９ 成立時から衝突時までにとった避航措置 （単位：隻）

行会い状態 追越し状態 横切り状態 錨泊船への接近状態
計避航措置 向首進行

減速 １ １ ２
避 転舵 １ １
航 減速・転舵 １ １ ２
措 減速・信号 １ １
置 減速・転舵・信号 １ １

増速
増速・転舵

避航措置なし ５ ２ ２ ２ １１
計 ８ ４ ４ ２ １８

３．潮流の状況

発生時の潮流は、表１０のように南流時がやや多く５件、北流時及び憩流時が

各２件で、憩流時を選んだ引船列・押船列もあるが、強潮流時に通航しようとし

た押船列も２隻あった。

強潮流時に通航しようとした２隻の押船列は、北流の順潮流に乗じて通航しよ

うとしたものの、他船と衝突のおそれが生じた際、いずれも潮流の影響をおそれ

て狭い水道の右側端に寄れず、船首を振られたりして衝突していた。このうちの

１隻は、平戸島の西側を通ることが時間のロスになると考えていた。もう１隻は、

それまで潮待ち等の時間調整を考えたことがなかったものである。

９件のうち４件に北航中の引船列または押船列がかかわっていた。これらは、

広瀬導流堤付近の潮流が特に速く操船が困難な場所を通るときに、引船列または

押船列の長さと相まって、操船をより難しくしていることが事故につながってい

ると考えられる。

・反航船の意図がはっきりしないときは直ちに

警告信号を吹鳴すること

・自船の操船意図をはっきりさせるために汽笛

信号（操船信号）を行うこと

・他船に対する注意喚起は、探照灯の照射だけ

では不十分

（広瀬導流堤灯台（写真左側）と広瀬灯台（写真右側 ））
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表１０ 潮流の状況
引船列又は 南北航 衝 突 時 の 潮 流

船 種 別 押船列の全長
等の別 流向 流 速

漁 船 南航中
ＳＳＷ ０～１ノット未満

引船列 約３２３ｍ 南航中
漁 船 東航中

Ｓ ０～１ノット未満
漁 船 東航中
瀬渡船 北航中

Ｓ ０～１ノット未満
漁 船 錨泊中
貨物船 南航中

Ｎ ４ノット以上５ノット未満
押船列 約５７．５ｍ 北航中
引船列 約１８０ｍ 北航中

Ｓ ２ノット以上３ノット未満
漁 船 南航中
貨物船 北航中

Ｓ １ノット以上２ノット未満
漁 船 北航中
貨物船 南航中

ＮＮＥ ４ノット以上５ノット未満
押船列 １０５ｍ 北航中
漁 船 南航中

な し ０
引船列 １２３ｍ 北航中
押船列 １１８ｍ 南航中

な し ０
ﾌ゚ ﾚｼ゙ ｬー ﾎ゙ ﾄー 北航中

第３ 海難原因

、衝突事件の海難原因は、２４原因あり、１８隻中原因ありとされたものが１６隻

原因なしとされたものが２隻であった。

原因としては、見張り不十分（裁決でいう「動静監視不十分」を含む ）１０、航。

法不遵守（船員の常務 ）３、航法不遵守（狭い水道の航法）２、灯火・形象物の（ 注）

不表示３、信号不履行、服務に関する指揮・監督不適切及び報告・引継ぎの不適切

が各２であった（図６ 。）

（注 「船員の常務 ：常識的に判断される通常の知識、経験を有する船員の行い得る行為） 」

（高等海難審判庁「海難レポート2003」より）

図６ 海難の原因 （単位：原因数）

、引船列・押船列は
潮流の影響を受け
やすいので、平戸
瀬戸を通航しよう
とするときは、憩
流時を選ぶこと、
特に夜間の強潮流
時の通航は避ける
こと

見張り不十分　10

航法不遵守
（船員の常務）3航法不遵守

（狭水道航法）2

灯火・形象物
不表示 3

信号不履行 2

服務に関する指
揮・監督不適切 2

報告・引継ぎの不
適切 2

衝突件数で見る
と、半数以上は流
速１ノット未満の
憩流・弱流時に発
生している
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１．見張り不十分

海難原因として指摘された２４原因のうち、見張り不十分が原因とされたもの

が約４割の１０（１８隻中の１０隻５５％）あり、見張り不十分の結果、航法不

遵守等の原因として指摘されたものが１４原因、そのうち衝突を避けるための措

置をとらなかったなど船員の常務を怠ったものが６、狭い水道の航法を守らなか

ったもの３、追越し船及び被追越し船の航法を守らなかったもの３、信号の不履

行２があった（図７、表１１ 。）

表１１

船 種 原 因 見張り不十分による航法不遵守等

( )漁 船 追越し航法 避航措置

引船列 信号不履行

( )漁 船 見 船員の常務 前路に進出

( )瀬渡船 張 船員の常務 衝突を避ける措置

( ) ( )引船列 り 狭い水道 右側航行 船員の常務 衝突を避ける措置

( ) ( )漁 船 不 狭い水道 右側航行 船員の常務 衝突を避ける措置

( )貨物船 十 追越し航法 避航措置

( )漁 船 分 信号不履行 追越し航法 協力動作

( ) ( )漁 船 （１０） 狭い水道 右側航行 船員の常務 前路に進出

( )ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 船員の常務 衝突を避ける措置

さらに航法不遵守となったもののうち、船員の常務違反６を詳細に見ると、衝

突を避けるための措置をとらなかった４、他船の前路に進出又は転針２があった

（図８ 。）

図７ 見張り不十分による航法不遵守等 図８ 見張り不十分による船員の常務違反

見張り不十分が原因とされたものとして次の例があった。

① 後方から接近する他船はいないと思い、後方に対する見張りを怠ったもの

（２隻 （事例４参照））

② 第三船に気を奪われて、前路の見張りを怠ったもの（２隻 （事例４参）

航法不遵
守（狭い水

道）　３

航法不遵
守（追い越

し）　３

航法不遵
守（船員の
常務違反）

６

信号不履
行　２

衝突を避け
るための措
置をとらな
かった　４

他船の前路
に進出又転

針　２

見張りは基本中の基本
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照）

③ 船位を確かめる等、レーダーを監視することに気を奪われて、肉眼での見

張りを怠ったもの（２隻）

④ レーダーを活用して他船との接近状態を十分監視せず、相手船引船列最後

尾との距離が分からないまま進行したもの

⑤ 自船を避けた第三船同様、相手船も避けてくれるものと思い、相手船より

風と波の方を気にして相手船の動静監視を怠っていたもの

⑥ 相手船引船との航過を待って転針の時機を伺っているうちに、相手船が曳

航物件を引いていることを失念してしまったもの

⑦ 自身の見張りが妨げられるほどの違法な灯火を表示して、相手船の灯火を

一瞥しただけで、相手船との距離感を見誤ったもの（事例１参照）

船種別では、漁船の見張り不十分が５隻と多く、引船列が２隻、貨物船、プレ

ジャーボート、瀬渡船が各１隻であった（図９ 。）

在橋者数は、貨物船、漁船、プレジャーボート、瀬渡船はいずれも単独当直で、

引船列の２隻はいずれも在橋者が２人いたが、いずれも他船の方で避けてくれる

であろうとの思いから、他船の見張りを十分行っていなかったものである。

図９ 見張り不十分の船種別状況（単位：隻）

２．航法不遵守

見張りをしていたものの航法の不遵守が原因とされたものは５あり、そのうち

衝突を避けるための措置をとらなかったと指摘された船員の常務違反が３、狭い

水道の右側端に寄って航行しなかったと指摘された狭水道航法違反が２で、これ

を船種別に見ると、船員の常務違反は、押船列が２隻、貨物船が１隻で、狭水道

航法違反では押船列、貨物船各１隻であった（図１０ 。）

・前方を見て操船するだけでは不十分、後方の見張りも厳重にし、常に周囲に対して

注意を払うこと

・衝突のおそれが生じそうな船舶を発見したら、窓枠を利用するなどして、方位変化

を確認しながら動静監視を行うこと

引 船 列
　２

瀬 渡 船
　１

漁 船
　５

プレジャー
ボート　１

貨 物 船
　１
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図１０ 航法不遵守の詳細

航法不遵守が原因とされたものとして次の例があった。

① 北航中の押船列が、狭い水道の右側端に寄せて航行しなかったばかりか、

狭い水道を斜航したもの（事例２参照）

② 潮流に抗して南航する貨物船が、狭い水道の右側端を航行せず、潮流に乗

じて北航する押船列に対して衝突を避けるための措置をとらなかったもの

（事例３参照）

③ 南航する押船列が、北航してくるプレジャーボートとの衝突のおそれを認

めた際、探照灯を短時間点灯しただけで自船の存在に気付いて避けてくれる

ものと思い、直ちに機関を後進にかけるなど、衝突を避けるための措置をと

らなかったもの（事例１参照）

３．灯火・形象物の不表示

灯火・形象物の不表示が原因とされたものとして次の例があった。

① プレジャーボートが、目立つ方がよいとの理由から、自身の見張りが妨げ

られるほどの多数の灯火を掲げ、法定灯火を表示していなかったもの（事例

１参照）

② 引船列が、船尾に船尾灯及び引船灯は掲げていたものの、マストには定め

られた数より１個多い３個の白灯、被引船には引かれている船舶が表示する

灯火に代えて簡易標識灯を表示するなど、法定の灯火を掲げていなかったも

の

③ 船を無人にして素潜り漁中の漁船が、国際信号旗Ａ旗のみ掲揚し、自船の

存在を他船に知らしめることができるよう、錨泊中を示す法定の形象物を掲

げていなかったもの

1 1

2 1

0 1 2 3

貨 物 船

漁 船

引 船 列

押 船 列

プレジャーボート

瀬 渡 船

隻 数

船員の常
務違反

狭水道航
法違反

狭水道を通航するときは、右側航行を守ること
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４．信号不履行

信号不履行が原因とされたものとして次の例があった。

① 広瀬西水道を南航する貨物船が、自船と広瀬の間に向かうことなく自船と

右舷対右舷で替わる態勢で北航して来る相手船に対し、速やかに警告信号を

発して避航を促さなかったもの（事例２参照）

② 北航する押船列が、広瀬西水道を右側端に寄ることなく南航して来る相手

船に対し、探照灯を照射しても衝突を避けるための措置をとる気配が認めら

れなかったのに、速やかに警告信号を発して避航を促さなかったもの（事例

３参照）

５．服務に関する指揮・監督不適切

服務に関する指揮・監督の不適切が原因とされたものとして次の例があった。

① 船長が、船橋当直を交替して降橋する際、当直者に対して、昇橋予定地点

あるいは同時刻を具体的に指示しなかったもの（事例４参照）

② 船長が、狭い水道において自ら操船の指揮をとらず、無資格の当直者に操

船を任せたもの（事例３参照）

・定められた灯火・形象物を表示することが必要

・夜間、船舶の灯火は、その形態・動向を他の船舶に知らせる重要な表示物です 法。

定の灯火を掲げないということは、他の船舶の誤解を招き、誤った動作をとらせる

おそれがあり非常に危険

・船内を無人として、他の船舶が通常航行する水域で操業する場合、自ら他船を避け

ることはできない。法定の黒球を掲げ、レーダー反射板等を備えて他船に注意喚起

を促すこと

・相手船がこちらの意図に気付かず、期待した行動をとらないときは、ためらわずに

警告信号を吹鳴すること

・大きな音を出せば休息中の乗組員を起こすことになると思って吹鳴を躊躇すれば、

取り返しのつかない事故につながる

・状況に応じて警告信号を吹鳴することも必要
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６．報告・引継ぎの不適切

報告・引継ぎの不適切が原因とされたものとして次の例があった。

① 船橋当直者が、狭い水道に差しかかったことを船長に報告しなかったもの

（事例３参照）

② 船橋当直者が、指示された地点に至ったことを船長に報告しなかったもの

（事例１参照）

（平戸市白浜から見た広瀬導流堤と広瀬（中央 、左は黒子島、右は牛ケ首））

当直者は、狭水道に接近したことを遅滞なく船長に報告し、操

船の指揮を求めること

・船員法第１０条により、船長は 「港を出入するとき、 その他、 狭い水路を通過するとき

船舶に危険の虞があるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない」と、

狭水道での操船義務が定められている

平戸瀬戸は、潮流も速く、水路幅も狭い操船の難しい場所であり、船長は自ら通峡の指・

揮をとること

・船長は、当直者に昇橋地点とか時刻を明確に指示して、昇橋予定地点接近時の報告を求

めるようにすること

・当直人員が少ない船は、船長が自ら狭水道において操船できるよう航海計画を立てるこ

とも必要
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第４ 裁決事例

事例１ 押船Ａ丸被押バージＢ丸プレジャーボートＣ丸衝突事件

事件の概要
（166ｔ）は、船長及び一等航海士ほか３人が乗り組み、海水バラスト２,５００ｔＡ丸

を積んだ の船尾ノッチ部に船体を嵌合して、全長１１８.０３ｍの押船列とし、山口県Ｂ丸

久賀港を発し、長崎県崎戸町南方の砂採取現場に向かう途中、また、 （登録長11.00Ｃ丸
ｍ）は、船長が１人で乗り組み、同僚１人を乗せ、アジ釣りの目的で長崎県田平港を発し

同県田助漁港口の釣り場に向かう途中、夜間、広瀬西水道で衝突し、 船長が負傷、救Ｃ丸

命胴衣を着用していなかった 同乗者が行方不明となった。Ｃ丸
航法不遵守（船員の常務 、報告・引継ぎの不適切 見張り不十分、灯Ａ丸 Ｃ丸： ：）

火・形象物不表示

船長は、狭水道の手前３・Ａ丸

海里に至ったら報告するよう

船橋当直者に指示していたが、
当直の一等航海士が、平戸瀬

戸北口に達する頃までに昇橋

してもらえばよいと、そのこ

とを直ちに報告しなかった。
一等航海士は、代理船長・Ａ丸

を務め、幾度か平戸瀬戸の通

航経験もあった。衝突のおそ
れを認めた際、探照灯を短時

間照射しただけでＣ丸が自船

の存在に気付き避けてくれる

と思い込んだ。

は、法定灯火以外に多数の灯火を掲げるべきではＣ丸

なかった。自身の見張りの妨げになるだけではなく、他

船から見てもその船舶の動向が把握できず非常に危険な

行為である。また、相手船に対する見張りを十分に行う

べきであった。

船長は、法定の灯火以外に、目立てば他船が避けてくれるだろうと、マスト灯の下に縦方向に・Ｃ丸

紅色、白色の、船室の屋根前部中央に紅色の、操舵室の屋根後部中央に白色の、同室天井後部中央

に白色のそれぞれ全周灯など、自身の見張りが妨げられる多数の灯火を点灯していた。

船長は、Ａ丸の紅灯を初認したとき、一瞥しただけで、遠くを航行する漁船の灯火であり、自・Ｃ丸

。船が無難に同船の前路を航過できると思い、動静監視をせずに続航した

一等航海士が単独当直

船長が操舵操船

は、船長の指示した昇橋Ａ丸
予定地点到達時の報告がなされ
なかった。また、探照灯の照射
のみで相手船が避航してくれる
だろうと判断した。

航 跡 図

原因の背景要因

問題点

教訓

は、音響による警告信号を行うべきでＡ丸
あった。また、船橋当直者は、船長に指示

された地点に至ったことを直ちに船長に報

告すべきであった。

は、法定の灯火以外に見Ｃ丸
張りが妨げられるほどの多数の違
法な灯火を点灯していた。

海難原因
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教訓

事例２ 貨物船Ａ丸押船Ｂ丸被押はしけＣ衝突事件

事件の概要

（199t）は、船長ほか２人が乗り組み、広島県福山港を発し、平戸瀬戸経由で長崎Ａ丸
港に向かう途中、また、 （99.99t）は、船長ほか４人が乗り組み、空倉の （全長53Ｂ丸 Ｃ

ｍ）の船尾部に自船の船首部を嵌合させ、砂採取の目的で、長崎県南高来郡西有家町須川

を発し、同県壱岐郡長島西方海域に向かう途中、夜間、広瀬西水道で衝突した。
信号不履行 ：航法不遵守（狭い水道、船員の常務）Ａ丸 Ｂ丸：

船長は、Ｂ丸を初認した・Ａ丸

際、自船が北航中に反航船と

出会ったときは東水道を航行

するようにしていたので、Ｂ

丸も東水道を通航するものと

思い込んでいた。

・ 船長は、Ｂ丸が右転せずＡ丸

に接近するのに気付いたとき、

Ｂ丸はそのうち自船と広瀬の

間に向首する針路に転じるも

のと思い、速やかに警告信号

を発することなく続航した。

船長は、Ａ丸の灯火を初認した際、目視とレーダーか・Ｂ丸

ら、Ａ丸と広瀬の間は狭く見えたうえ、自船の速力が速く

てＡ丸の前路を先に航過できると判断した。

船長は、Ａ丸の前路を斜航して右舷を対して替わそう・Ｂ丸

と狭い水道の右側端に寄せることなく、探照灯を２回照射

して進行した。

船長が単独当直

船長が操船

２人当直

は、狭水道航法を守り、レーダーを活用して、船位をＢ丸

十分確認しつつ水道の右側を航行すべきであった。

それができなければ、憩流時を選ぶか、平戸島の西側を迂

回すること。

は、相手船に対して避航Ａ丸

を促し、互いに左舷を対して航

過できるよう、警告信号を吹鳴

すべきであった。

航跡図

原因の背景要因

は、レーダーを活用して、Ｂ丸

自船と広瀬導流堤との相対位置

。関係を把握しようとしなかった

また、相手船を右舷対右舷で替

わそうと航路を斜航した。

は、相手船と左舷対左舷でＡ丸

航過できるよう警告信号を発し

。て避航を促すことなく進行した

問題点

海難原因
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事例３ 貨物船Ａ丸押船Ｂ丸被押はしけＣ丸衝突事件

事件の概要

（199t）は、船長及び甲板員ほか１人が乗り組み、山口県小野田港を発し平戸瀬戸経由でＡ丸

鹿児島県宮之浦に向かう途中、また、 （170t）は、船長ほか６人が乗り組み、海水バラストＢ丸

３,０００ｔを積んだ （4,058t）の船尾部に船首部を嵌合して全長１５０ｍの押船列とし、Ｃ丸

佐世保港を発して長崎県郷ノ浦港に向かう途中、夜間、広瀬西水道で衝突した。

：航法不遵守（狭い水道、船員の常務 、服務に関する指揮・監督不適切、報告Ａ丸 ）
・引継ぎの不適切 ：信号不履行Ｂ丸

船長は、Ａ丸を初認したあと動静監視を続けたものの、衝突のおそれが生じると判断した・Ｂ丸

際、探照灯を数回照射したのみで、音響による警告信号を発しなかった。

甲板員が単独当直

船長が単独当直

船長は、経験豊富な甲板員・Ａ丸

の技量を信頼し、自ら平戸瀬戸
の操船指揮をとるまでもないと
思っていた。

・ の船橋当直は、２人２直制Ａ丸
であった。

・ 甲板員は、平戸瀬戸の操船Ａ丸
経験が二、三十回あり、船長よ
り、３０歳も年長であった。

甲板員は、衝突の危険を感・Ａ丸
じなかったので、信号を行わな
かった。

は、船長が必ず狭水道を操Ａ丸

船するような体制をとっていなか

った。

は、狭水道の右側端に寄って航行するべきＡ丸

であった。また、狭水道を通航する際は、船長が

自ら操船すべきである。

船橋当直者は、狭水道に接近した際、船長に報

告して操船を要請すべきであった。

は、探照灯の照射でも相手船に避航のＢ丸

気配が認められないときは、探照灯に気付い

ていないこともあるから、音響による警告信

号を吹鳴すべきであった。

は、探照灯を照射して避航Ｂ丸

を促したが、音響による警告信号

を発しなかった。

航跡図
問題点

原因の背景要因

教訓

海難原因
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事例４ 貨物船Ａ丸漁船Ｂ丸衝突事件

事件の概要
（478t）は、船長及び一等航海士ほか２人が乗り組み、長崎県相浦港を発し同県壱Ａ丸

岐島芦辺港に向かう途中、また、 （4.32t）は、船長が１人で乗り組み、長崎県田平漁Ｂ丸

港で水揚げを終え、同県田助漁港に向かう途中、夜間、南風埼灯台の南西方で、 の右Ａ丸

舷船首と の左舷船尾とが衝突し、 船長が全身打撲の負傷を負った。Ｂ丸 Ｂ丸

：見張り不十分、服務に関する指揮・監督不適切 ：見張り不十分Ａ丸 Ｂ丸

は、追い越した漁船の動Ａ丸
静に気をとられて前路の見張り

が不十分となっていた また、。
船長が操船していなかった。

は、後方の見張りを行っＢ丸

ていなかった。

船長は、後方から接近する他船はいないものと思い、後・Ｂ丸
方の見張りを行っていなかった。

船長は、前日２２時頃就・Ａ丸
寝し、翌日０３時起床し睡眠

、不足気味であった。同船長は
平戸瀬戸は自ら操船するつも

りであったので、昇橋予定地
点に達したら報告するよう当
直者に伝えていなかった。

船長は、食堂で待機中、・Ａ丸
居眠りに陥った。

一等航海士は、平戸瀬戸に・Ａ丸
差しかかったとき、いつも昇橋

して来る船長が昇橋して来なか

ったが、何の指示もなく、又、

自身が平戸瀬戸の通航経験もあ
ったので、単独操船して通航で

きると思い、船長に昇橋を要請

することなくそのまま操船を続
けた。

一等航海士は、右舷側を追・Ａ丸

い越して行った漁船の動静に気

をとられ、前路の見張りが不十
分となっていた。

船長が操舵操船

は、狭水道において船長が操船できるよう、当直者に昇橋Ａ丸

予定地点を明確に指示し、報告させるべきであった。また、当直

者は、狭水道に接近したら、船長の昇橋を要請すべきであった。

は、後方の見張りも十分Ｂ丸

行い、衝突を避けるための協力

動作をとるべきであった。

航跡図

原因の背景要因

問題点

教 訓

一等航海士が単独当直

海難原因
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終わりに

平戸瀬戸を安全に通航するためには、次のことを守りましょう。

ア 潮流の影響を受けやすい引船列や押船列は、夜間の強潮流時の通航を避け

ること

イ 九州西岸に沿って航行するときの最大の難所である平戸瀬戸の通航に際し、

船長は、船員法に定める船長の義務として、自ら操船の指揮をとること

ウ 見張りを厳重に行うこと

① 衝突事例によれば、見張りが不十分で相手船の発見が遅れ、更に、その

後の措置の遅れが衝突に結びついているものが多いことから、見張りを十

分に行い、十分余裕を持って避航措置をとること

② 平戸瀬戸における衝突の半数以上は流速１ノット未満の憩流・弱流時に

発生していることに留意し、憩流・弱流時の通航といえども、油断するこ

となく見張りを厳重に行うこと

③ 夜間は、レーダーを活用して早期に他船の存在を発見すること

エ 水路誌に記載された針路を選定すること

オ 南風埼から広瀬までの狭い水域においては 「狭い水道の航法」を遵守して、、

水道の右側に寄って航行すること

カ 強潮流時、避航船は、早期に、十分な避航動作をとること

〔南側から見た平戸瀬戸（田平港及び大田助瀬灯標付近 〕）

長崎地方海難審判庁
郵便番号 ８５０－０９２１
住 所 長崎県長崎市松が枝町７番２９号

長崎港湾合同庁舎５階
電 話 ０９５－８２１－３５３８
Ｆ Ａ Ｘ ０９５－８２８－１９５４

http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm海難審判庁ホームページ

大田助瀬灯標小田助瀬灯標
田平港西防波堤

南風埼
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